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＜本件募集事務手続きの流れ＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【令和６年 １月１８日】募集要項の配布 

【令和６年 ２月 １日】質問書の提出期限 

【令和６年 ２月 ５日】質問書の回答（予定） 

【令和６年 ４月】自動販売機設置・供用開始 

【令和６年 ２月１５日】応募申込書の受付締切 

【令和６年 ２月２１日】納付率の提案審査・設置予定事業者の決定 

【令和６年 ２月 ７日】応募申込書の受付開始 

【令和６年 ３月中旬】貸付契約の締結 
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西宮市営住宅等敷地内災害対応型自動販売機設置事業者募集要項 

 

 西宮市が行う西宮市営住宅等敷地内災害対応型自動販売機（以下、「自動販売機」という。）

の設置事業者の募集に参加される方は、この募集要項をよく読み、次の各事項をご承知の上、お

申し込みください。 

 

１．募集対象場所   

   西宮市高須町１丁目住宅 外 ７住宅（P.７別表参照。以下、「本件土地」という。） 

   １住宅につき１台 合計８台設置（屋外のみ） 

 

２．応募資格 

   次の要件を全て満たす法人に限り、応募することができます。 

（１）大阪・神戸市を含む阪神間に本支店又は営業所があること。 

（２）自動販売機の設置業務（自らが管理・運営するものに限る。）について、募集年度を含む

連続した過去３年以上の実績を有していること。 

（３）国税又は地方税を滞納していないこと。 

（４）西宮市暴力団の排除の推進に関する条例第２条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密

接関係者に該当していないこと。 

（５）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は団体に属する者でないこと。 

（６）本市が実施した同種の設置事業者の公募において、納付率提案後若しくは有償貸付契約後、

正当な理由なく辞退し、若しくは有償貸付契約を解除され又は虚偽の申告を行ってから２年

を経過しない者でないこと。 

 

３．契約内容等 

（１）契約形態 

   本募集である自動販売機設置事業は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条

の４第２項第４号の規定に基づき、本市が事業者に対し、行政財産である土地の一部を貸し

付ける方法により行います。 

（２）用途の指定 

 自動販売機の設置に限定します。本市の承認を得ずに用途を変更することはできません。 

（３）使用の条件 

 契約にあたって付する条件は、別紙「行政財産有償貸付契約書（案）」及び「西宮市営住

宅等敷地内災害対応型自動販売機設置事業に関する仕様書」のとおりです。 

（４）権利設定及び譲渡の禁止 

 土地を転貸すること、権利の譲渡及び担保に供することはできません。 

（５）契約期間 

   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

   ただし、自動販売機は令和６年４月中に設置するものとします。 

（６）貸付料 
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   西宮市公有財産規則第３１条第１項第２号により算出した貸付料。（P.７別表参照） 

   年度ごとに、本市の請求に基づき、本市の指定する納付書により期日までに全額を前納し

てください。 

   ※全額前納のため、保証人は不要です。 

（７）電気料金 

   自動販売機の使用に必要な電気料金は、全て借受人の負担とします。また、電源について

は、特段の事情がない限り、住宅内の引き込みメーター等からではなく、借受人が直接引き

込むこととし、引き込み費用についても借受人の負担とします。 

（８）自動販売機取扱料 

   自動販売機の売上金額に借受人が提案した納付率を乗じた額。なお、小数点以下は切捨て

とします。 

   借受人は、自動販売機の売上状況を毎月取りまとめ、半年ごとに売上報告書を提出し、本

市の請求に基づき、本市の指定する納付書により期日までに納付してください。 

（９）借受人の義務 

  ① 借受人は、善良なる管理者の注意義務をもって本件土地を使用してください。 

  ② 借受人は、本市が本件土地の状況等につき実地に調査し、又は所要の報告を求めた場合

には協力する義務があります。 

（10）その他 

   自動販売機に関する利用者及び近隣への対応は、借受人が一切の自己責任で行うものとし

ます。 

 

４．応募申込み 

（１）募集要項等の配布 

 ① 配布期間 令和６年１月１８日（木）から令和６年２月１５日（木）まで 

 ② 配布方法 市のホームページ（アドレス https://www.nishi.or.jp/）からダウンロー

ドしてください。 

   窓口での配布は行いません。 

（２）応募受付期間 

   令和６年２月７日（水）から令和６年２月１５日（木）まで（ただし、土曜日・日曜日・

祝日を除く） 

   午前９時～午後５時３０分まで（ただし、正午から午後１時までを除く） 

（３）応募受付場所 

   西宮市池田町８番１１号 

   西宮市都市局住宅部住宅調整課（西宮市役所池田庁舎４階） 

（４）応募に必要な書類 

  ① 応募申込書（様式１ Ａ４サイズ両面） 

  ② 誓約書（様式２ Ａ４サイズ両面） 

  ③ 印鑑証明書（発行後３箇月以内）【原本】 

  ④ 資格審査資料 

https://www.nishi.or.jp/


４ 

    ア 自動販売機の設置業務実績のわかるもの 

    イ 税の証明書（国税（法人税及び消費税等）に係る直近の納税証明書及び県・市民税

の完納証明書） 

    ウ 登記事項証明書（発行後３箇月以内）【原本】 

エ 法人概要書（会社案内のパンフレット等） 

   ※登記事項証明書については履歴事項証明書の原本を提出してください。他の書類につい

てはその写しで差支えありません。 

  ⑤ 委任状（応募、契約締結等を委任する場合のみ必要。様式５ Ａ４サイズ片面） 

（５）応募の手続き 

   応募受付期間内に、本募集要項４（４）にて列挙する必要書類を受付場所に直接持参して

ください。 

※郵送、電話、ファックス、インターネット等、持参以外の方法による受付けは行いません。  

（６）応募に当たっての留意事項  

  ① 選定後の行政財産有償貸付契約は、応募申込書に記載した名義で締結してください。  

  ② 提出された応募申込書一式の内容が本募集要項２（１）から（６）のいずれかに反する

場合は受付けを取り消します。 

（７）質問及び回答 

   本募集に関する質問については、質問書（様式３）を電子メールにて提出してください。

質問書以外での質問は受け付けません。質問の要旨及び回答は、本市ホームページに掲載し

ます。 

   質問受付期間 ： 令和６年１月１８日（木）から令和６年２月１日（木）午後５時３０

分まで 

   質問の提出先 ： juchosei@nishi.or.jp（西宮市住宅調整課） 

   メ ー ル 件 名 ： 「自動販売機設置事業者募集に関する質問」としてください。 

   質問回答予定 ： 質問の受付終了後、２開庁日後を目途に回答します。 

 

５．納付率提案書の提出及び審査 

（１）納付率提案書の提出及び審査の日時 

   提出日時 ： 令和６年２月２１日（水） 午後１時３０分から午後２時まで 

   審査日時 ： 令和６年２月２１日（水） 午後２時から 

（２）納付率提案書の提出及び審査の場所 

   西宮市役所池田庁舎３階 ３０１会議室 

（３）提出書類等（当日持参するもの） 

  ① 納付率提案書（様式４） 

  ② 委任状（様式５）（代理人により応募しようとする場合のみ。応募申込み時に提出した

場合は不要） 

  ③ 印鑑（代理人により応募しようとする場合は委任状に押印した印鑑） 

  ④ 身分を証明できるもの 

（４）納付率提案書の投函方法 
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  ① 応募資格者は、納付率提案書に必要事項を記載し、記名押印（申込書と同じ印鑑）の上、

封筒に入れ、入札箱に投函してください。なお、審査当日出席しなかった者又は提出時間

に遅刻した者は棄権とみなします。 

  ② 応募は、代理人に行わせることができます。この場合には、委任状は担当職員の指示に

従い提出してください。 

（５）納付率提案書の表示 

   納付率は百分率で表示し、小数点以下は表示しないでください。小数点以下を表示した納

付率提案書は、小数点以下を切り捨てて計算します。 

（６）納付率提案書の書換え等の禁止 

   応募者は、入札箱に投函した納付率提案書の書換え、引換え又は撤回をすることはできま

せん。 

（７）納付率提案審査 

  ① 納付率提案審査は、納付率提案書の投函締切後、直ちに応募者立会いのもとで行います。 

  ② 応募者が納付率提案審査に立ち会わないときは、当該審査事務に関係のない本市職員を

立ち会わせます。 

  ③ 納付率提案審査に立ち会わなかった場合は、審査の結果について異議を申し立てること

はできません。 

（８）納付率提案書の無効 

   次のいずれかに該当するものは、無効とします。 

  ① 最低納付率（１５％）を下回るもの。 

  ② 応募参加資格がない者が納付率提案したもの又は権限を証する書面の確認を受けない代

理人が納付率提案したもの。 

  ③ 納付率提案書に記名押印がないもの。 

  ④ 本市所定の納付率提案書を用いなかったもの。 

  ⑤ 同一応募について応募者又はその代理人が２以上の応募をした場合、その全部の応募。 

  ⑥ 同一応募について応募者及びその代理人がそれぞれ応募した場合、その双方の応募。 

  ⑦ 同一応募について他の応募者の代理人を兼ね又は２人以上の代理人として応募した場合、

その全部の応募。 

  ⑧ 納付率又は応募者の氏名その他主要部分が識別し難いもの。 

  ⑨ 納付率の訂正、削除、挿入等を行った場合で、訂正印の押印がないもの。 

  ⑩ 応募に関し不正な行為を行った者がしたもの。 

  ⑪ その他応募に関する地方自治法、同施行令及び西宮市契約規則に違反したもの。 

（９）設置予定事業者の決定 

   設置予定事業者は、最低納付率以上で、かつ、納付率が一番高い事業者を選定します。た

だし、その提案が無効となった場合には、有効な提案のうち、最低納付率以上で、次に高い

納付率を提案した者を選定します。 

   設置予定事業者には、選定後、引き続き契約に関する説明を行います。 

（10）くじによる設置事業者の決定 

   一番高い納付率が２者以上ある場合は、直ちにくじにより設置予定事業者を決定します。
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対象者のうち、くじを引かない者がある場合は、本市が指定した者（当該審査事務に関係の

ない職員）が当該対象者に代わってくじを引き、設置予定事業者を決定します。 

（11）審査結果の公表 

   設置予定事業者を決定したときは、その者の法人名及び決定納付率を、設置予定事業者を

決定しないときは、その旨を納付率提案審査に立ち会った応募申込者に公表します。また、

結果については、本市ホームページにて公表します。 

（12）納付率提案審査の中止 

   不正な納付率提案が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由

があるときは、納付率提案審査を中止又は納付率提案審査期日を延期することがあります。 

 

６．契約手続の説明 

（１）契約手続の説明を納付率提案審査終了後に引き続き行います。 

（２）契約説明会には、選定者本人又は代理人が必ず出席してください。 

（３）正当な理由がなく、契約説明会に出席されない場合は、選定者の資格を取り消します。 

 

７．契約について 

   貸付契約の締結は、令和６年３月中旬頃を予定しています。 

なお、貸付契約は応募申込書に記載された名義で行います。 

 

８．その他 

（１）貸付契約の締結及び履行に関する一切の費用については、借受人の負担となります。 

（２）現地については、募集要項の配布開始日（令和６年１月１８日（木））から応募申込書の

受付期限（令和６年２月１５日（木））まで見学が可能です。ただし、敷地内に立ち入る場

合は本市住宅調整課までご連絡ください。また、見学する場合は市営住宅入居者及び近隣の

迷惑とならないようお願いします。 

（３）提出された応募申込書等は返却しません。 

（４）応募のために提出された書類等に記載された個人情報は、本件募集事務のみに使用し、そ

の他の目的には使用しませんが、資格確認等のため、警察当局へ情報提供する場合がありま

す。 

 

９．問合せ先 

 〒６６２－０９１１ 

 兵庫県西宮市池田町８番１１号（池田庁舎４階） 

 西宮市都市局住宅部住宅調整課 

 ＴＥＬ：０７９８－３５－３０２９ 

 Ｍ ａ ｉ ｌ：juchosei@nishi.or.jp 
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【別表】 

 

No. 設置場所 所在地（地番） 
１㎡あたり 

月額貸付料※１ 

令和４年度 

売上金額実績※２ 

１ 高須町１丁目住宅 
高須町１丁目７２番１

８の一部 
２４５円 １，２８５，１００円 

２ 西宮浜４丁目住宅 
西宮浜４丁目２番４１

の一部 
２４３円 １，４４９，１５０円 

３ 樋ノ口町２丁目住宅 
樋ノ口町２丁目１番９

の一部 
３９７円 ７０３，１１０円 

４ 甲子園口６丁目住宅 
甲子園口６丁目２７２

番の２の一部 
３５４円 ２７８，６９０円 

５ 甲子園九番町住宅 
甲子園九番町１５８番

５の一部 
３２５円 ４８５，６７０円 

６ 小松北町１丁目住宅 
小松北町１丁目２６番

の一部 
４０５円 ７２８，１８０円 

７ 高畑町住宅 
高畑町２０番１７の一

部 
４９０円 ３６７，１６０円 

８ 上ケ原八番町住宅 
上ケ原八番町１１４番

１の一部 
３１２円 １７７，４００円 

※１ 小数点以下を切り捨てて表示しています。 

なお、実際に納付していただく金額は、１㎡あたりの月額貸付料（小数点以下切り捨て前）

に、自動販売機と空き容器分別回収ボックスの設置面積の合計を乗じて得た金額の小数点以下

を切り捨てた金額とするため、表示している月額貸付料に設置面積を乗じて得た金額とは異な

る場合があります。 

※２ あくまでも実績であり、売上を保証するものではありません。 
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（様式１ 表） 

 

 

 

 

応募申込書 

 

西宮市長 様 

 

 募集要項の各条項を承知し、西宮市営住宅等敷地内災害対応型自動販売機設置事業者の募集に

ついて、次に掲げる事項を誓約した上で、次のとおり申し込みます。 

（１）大阪・神戸市を含む阪神間に本支店又は営業所がある者であること。 

（２）自動販売機の設置業務（自らが管理・運営するものに限る。）について、募集年度を含む

連続した過去３年以上の実績を有していること。 

（３）国税又は地方税を滞納していないこと。 

（４）西宮市暴力団の排除の推進に関する条例第２条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密

接関係者に該当していないこと。 

（５）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は団体に属する者でないこと。 

（６）本市が実施した同種の設置事業者の公募において、納付率提案後若しくは有償貸付契約後、

正当な理由なく辞退し、若しくは有償貸付契約を解除され又は虚偽の申告を行ってから２年

を経過しない者でないこと。 

（７）募集要項の各条項を十分承知のうえで応募すること。 

 

なお、決定納付率及び設置予定事業者について公表することに同意します。 

 

 

令和   年   月   日 

 

     所 在 地                      

 

     法 人 名                   印  

 

     代 表 者 氏 名                   印  

 

       担当者 氏名 ：             

           連絡先：             

  

受付番号 
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（様式１ 裏） 

○添付書類 

 ・誓約書（様式２ Ａ４サイズ両面） 

 ・印鑑証明書（発行後３箇月以内）【原本】 

 ・自動販売機の設置業務実績のわかるもの 

 ・国税及び本社所在地における市町村税の未納の税額がないことの証明書（国税は納税証明書

（その３の３）に限る) 

 ・登記事項証明書（発行後３箇月以内）【原本】 

 ・法人概要書（会社案内のパンフレット等） 

 ・委任状（応募、契約締結等を委任する場合のみ必要） 
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（様式２ 表） 

誓約書 

 

   西宮市長 様 

 

 西宮市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年西宮市条例第６７号。以下「条例」とい

う。）を遵守し、暴力団を利することとならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、下

記のとおり誓約します。なお、西宮市長がこの誓約書の写し及び役員等の名簿その他西宮市長が

必要と認める書類（以下「役員名簿等の書類」という。）の写しを兵庫県西宮警察署長又は兵庫県

甲子園警察署長（以下「警察署長」という。）に提供すること、西宮市長が警察署長に下記のこと

について意見聴取（文書照会）すること及び、警察署長から得た情報を西宮市長が他の業務にお

いて暴力団を排除するために利用し、又は西宮市教育委員会その他西宮市各機関と共有すること

について同意します。 

 

記 

 

１ 暴力団（条例第２条第１号）、暴力団員（条例第２条第２号）又は暴力団密接関係者（条例第

２条第３号）に該当しないこと。 ※裏面の条例抜粋を確認 

 

２ 契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、上記１に該当す

る者をその受託者としないこと。また、その第三者が別の第三者を受託者とする場合など業務

の一部を受託するすべての第三者についても、上記１に該当する者を受託者としないよう指導

すること。 

 

３ 契約に係る一連の手続きにおいて、西宮市長が警察署長への意見聴取（文書照会）の必要が

あると認めた場合、役員名簿等の書類を提出すること。また、業務の一部を受託するすべての

第三者に対しては、この誓約書の趣旨を説明のうえ誓約書及び役員名簿等の書類を求め、速や

かに西宮市長に提出すること。 

 

４ この誓約書に違反したときには、西宮市長が行う一切の措置について異議を述べないこと。 

 

令和   年   月   日 

 

所 在 地  

法 人 名 印   

代 表 者 氏 名  印   
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（様式２ 裏） 

 

西宮市暴力団の排除の推進に関する条例（抜粋） 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(１)  暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

(２) 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

(３) 暴力団密接関係者 次に掲げるいずれかに該当するものをいう。 

ア 暴力団員が役員（法第９条第２１号ロに規定する役員をいう。以下同じ。）となり、

又は実質的に経営に関与している事業者 

イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者（役員を除く。以下「監督責任者」

という。）として使用し、又は代理人として選任している事業者 

ウ 次に掲げる行為をした事業者（事業者が法人である場合にあっては、役員又は監

督責任者が当該行為をした事業者） 

（ア） 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的

を持って、暴力団の威力を利用する行為 

（イ） 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為 

（ウ） （ア）又は（イ）に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難

される関係を有していると認められる行為 

エ アからウまでに掲げるいずれかに該当するものであることを知りながら、これを

利用している事業者 
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（様式３） 

令和   年   月   日 

 

質 問 書 

（宛先） 

西宮市都市局住宅部住宅調整課 

 

 西宮市営住宅等敷地内災害対応型自動販売機設置事業者の募集について、質問事項があります

ので、提出します。 

 

質問者 

 

法人名 （ふりがな） 

 

法人所在地  

所属  

担当者氏名 （ふりがな） 

 

連絡先 電 話 番 号：  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ：  

メールアドレス：  

内 容  

※文章はできるだけ簡潔なものとしてください。 

※本様式については、Microsoft Office Word ブック（*.docx）形式にて提出してください。（本ファ

イルを利用してください。） 
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（様式４） 

 

納付率提案書 

 

 西宮市営住宅等敷地内災害対応型自動販売機設置事業者の募集において、下記の納付率による

設置を提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

西宮市長 様 

     所 在 地                      

 

     法 人 名                   印  

 

     代表者氏名                   印  

 

 

注意 

 最低納付率（15％）を下回るものや、訂正印のない納付率の訂正、印漏れは無効とします。 

 

  

納付率 

  ％ 
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（様式５） 

令和   年   月   日 

 

 

委 任 状 

 

西宮市長 様 

 

委任者 

     所 在 地                      

 

     法 人 名                   印  

 

     代 表 者 氏 名                   印  

 

 

 

下記の者を代理人と定め、西宮市営住宅等敷地内災害対応型自動販売機設置事業者の募集への

応募に係る下一切の事項について委任します。 

 

 

受任者 

     所 在 地                      

 

     法 人 名                   印  

 

     受 任 者 氏 名                   印  

 

     連 絡 先                      
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行政財産有償貸付契約書（案） 

 

 貸付人 西宮市（以下「甲」という。）と借受人             （以下「乙」とい

う。）とは、行政財産（土地）について以下の条項により賃貸借を内容とする契約を締結する。 

 

（貸付物件及び指定用途） 

第１条 乙は、甲が所有する別表の土地（以下、「本件土地」という。）について、災害対応型自

動販売機（以下、「自動販売機」という。）設置の用途のために借り受ける。 

 

（貸付期間） 

第２条 貸付期間は、令和６年（2024年）４月１日から令和１１年（2029年）３月３１日までの

５箇年とする。 

 

（条件の遵守） 

第３条 乙は、「西宮市営住宅等敷地内災害対応型自動販売機設置事業者募集要項」及び「西宮市

営住宅等敷地内災害対応型自動販売機設置事業に関する仕様書」に定める事項を遵守しなけれ

ばならない。 

 

（貸付料等） 

第４条 乙は、別表に定める貸付料を、年度ごとに甲の請求に基づき、その指定する納付書によ

り期日までに全額を前納しなければならない。ただし、本契約書に定める貸付期間中は貸付料

の更新はしない。 

２ 乙は、仕様書に定める電気料金を負担しなければならない。 

３ 乙は、自動販売機の売上状況を毎月取りまとめ、半年ごとに甲に売上報告書を提出し、売上

金額に提案納付率    ％を乗じた自動販売機取扱料を、甲の指定する納付書により期日ま

でに納付しなければならない。 

 

（延滞金） 

第５条 乙は、前条第１項の貸付料及び第３項の自動販売機取扱料につき、甲の指定する期日ま

でに納付しなかったときは、納付の期日の翌日から納付した日までの期間の日数に応じて年１

４.６パーセントの割合で計算した金額を延滞金として納付しなければならない。この場合にお

いて、閏年の日を含む期間についても３６５日当たりの割合とする。 

 

（使用の制限） 

第６条 乙は、本件土地を第１条に定める用途以外に使用してはならない。 

２ 乙は、本件土地の賃借権を第三者に譲渡し、転貸し、若しくは継承させ、又は権利を担保に

供してはならない。 

３ 乙は、本件土地の現状を変更しようとするときは、事前に書面で甲の承認を得なければなら

ない。 
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４ 乙は、本件土地の使用に関して甲が特に指示した事項については、これを遵守しなければな

らない。 

 

（災害時の対応） 

第７条 甲は、大規模災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合かつ甲の災害対策本部が

設置された場合に、乙の承諾を得た上で、自動販売機内に在庫する商品を災害救援飲料として

提供を受けることができる。 

 

（管理義務等） 

第８条 乙は、本件土地の使用について常に善良なる管理者としての注意義務をもって維持管理

するものとし、自動販売機設置事業に要する一切の費用は乙の負担とする。 

２ 本契約期間内においては、乙は本件土地に設置する自動販売機の美観維持に努め、設置に関

して生じた利用者等からの苦情は全て乙の責任において処理するものとする。  

 

（禁止事項） 

第９条 この契約に基づく事業は、乙自らが行うものとし、他の者にその処理を再委託してはな

らない。 

 

（契約の解除） 

第１０条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付期間中であっても本契約を解除す

ることができる。ただし、第１号を除く各号に該当するときは、催告その他何らかの手続きを

要すことなく甲は本契約を解除できるものとする。 

（１）国、地方公共団体、その他公共団体において、本件土地を公用又は公共用に供する必要が

生じたとき。 

（２）乙が、第４条の規定により甲に納付すべき金額を、納付期限後３箇月以上経過してなお納

付しないとき。 

（３）乙が、銀行取引の停止又は差押、解散、破産、民事再生、会社整理、会社更生法等の申立

てをするか、若しくは受けたとき。 

（４）乙又は乙の役員等が別記「暴力団排除に関する特約」に掲げる暴力団等に該当したとき。 

（５）乙の所在が、２箇月以上不明なとき。 

（６）乙が、本契約の条項及び義務並びに関連法規に違反したとき。 

 

（調査協力義務等） 

第１１条 甲は、本件土地について、随時その使用状況を実地に調査することができる。この場

合において、乙はこれに協力しなければならない。 

２ 甲は、必要と認められるときは、乙に対し、自動販売機設置事業について質問し、または資

料の提出を求めることができる。 
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（不可抗力） 

第１２条 天災地変、法令の制定若しくは改正その他の不可抗力により、本件土地における自動

販売機設置事業が不可能若しくは困難になり又は、本契約の履行が不可能若しくは困難になっ

たときは、甲又は乙の申し出により協議の上、本契約を解除することができる。この場合、甲

乙は相互に損害賠償義務を負わない。 

 

（原状復旧等） 

第１３条 乙は、第２条に規定する貸付期間が満了したとき又は第１０条の規定により本契約を

解除されたときは、貸付期間満了日又は契約解除日の後１５日以内に原状復旧その他必要な措

置を甲の指示するところにより講じなければならない。 

２ 甲は、乙が前項に定める原状復旧その他必要な措置を履行しないときは、乙に代わって自ら

執行し、又は他人に執行させることができる。 

３ 前項の執行に要した費用は全て乙が負担することとする。 

 

（貸付料の精算） 

第１４条 甲は、本契約が解除された場合には、未経過期間に係る貸付料を返還する。ただし、

月の途中で解除した場合は、解除された月の翌月分から精算することとする。 

 

（損害賠償） 

第１５条 乙は、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を

賠償しなければならない。 

 

（有益費等の請求権の放棄） 

第１６条 乙は、第２条に規定する貸付期間が満了し、又は第１０条の規定により本契約を解除

された場合において、自動販売機を撤去するときは、乙が支出した必要費及び有益費等につい

ては、甲に対してその償還を請求することができない。 

 

（立退き料） 

第１７条 乙は、本件土地明渡しに際し、甲に対し立退き料その他名目の如何にかかわらず、こ

れに類する金銭の請求をすることはできない。 

 

（契約の費用） 

第１８条 本契約の締結に関して必要な費用は、乙の負担とする。 

 

（信義誠実の義務及び協議） 

第１９条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

２ 乙は、本件土地が行政財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければ

ならない。 

３ 本契約に定めなき事項又は疑義があるときは、甲乙ともに信義誠実をもって協議の上決定又
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は解決するものとする。 

 

（特約条項） 

第２０条 別記「暴力団排除に関する特約」のとおりとする。 

 

（管轄裁判所） 

第２１条 本契約に関する紛争については、本件土地を管轄する裁判所を第一審の専属的管轄裁

判所とすることに、甲乙は合意するものとする。 

 

 

上記契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１通を保有

する。  

 

 

令和  年  月  日 

 

           西宮市六湛寺町１０番３号  

   貸付人「甲」    

           西宮市長 石井 登志郎 

 

 

          住所                          

   借受人「乙」 

          氏名                         実印 
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【別表】 

 

No. 場所 所在地（地番） 数量（㎡） 月額貸付料 

１ 高須町１丁目住宅 
高須町１丁目７２番

１８の一部 
※１ ※２ 

２ 西宮浜４丁目住宅 
西宮浜４丁目２番４

１の一部 
※１ ※２ 

３ 樋ノ口町２丁目住宅 
樋ノ口町２丁目１番

９の一部 
※１ ※２ 

４ 甲子園口６丁目住宅 
甲子園口６丁目２７

２番の２の一部 
※１ ※２ 

５ 甲子園九番町住宅 
甲子園九番町１５８

番５の一部 
※１ ※２ 

６ 小松北町１丁目住宅 
小松北町１丁目２６

番の一部 
※１ ※２ 

７ 高畑町住宅 
高畑町２０番１７の

一部 
※１ ※２ 

８ 上ケ原八番町住宅 
上ケ原八番町１１４

番１の一部 
※１ ※２ 

※１ 自動販売機と空き容器分別回収ボックスの設置面積の合計 

※２ 数量に１㎡あたりの月額貸付料を乗じて得た金額 
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暴力団排除に関する特約 

 

（趣旨） 

１ 甲及び乙は、西宮市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年西宮市条例第６７号。以

下「条例」という。）第７条及び西宮市契約等に係る事務からの暴力団排除に関する要綱（平成

２５年７月１日実施。以下「要綱」という。）の規定に基づき、暴力団を利することとならない

よう必要な措置を実施することとして、次の各項に掲げる事項について合意するものとする。 

 

（契約からの暴力団の排除） 

２ 乙は、この契約の履行に伴い、暴力団（条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）、暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）及び暴力団密接関係者（同

条第３号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。）（以下これらを「暴力団等」という。）

から業務の妨害その他不当な手段による要求（以下「不当介入」という。）を受けたときは、甲

に報告するとともに兵庫県西宮警察署長又は兵庫県甲子園警察署長（以下「警察署長」という。）

に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。 

 

（役員等に関する情報提供） 

３ 甲は、乙が暴力団員等に該当しないことを確認するため、乙に対して、要綱第２条第５号に

規定する役員等についての名簿その他の必要な情報（以下「役員名簿等の情報」という。）の提

供を求めることができるものとし、その情報を警察署長に提供して乙が暴力団等であるか否か

について、意見照会することができる。 

 

（警察署長から得た情報の利用） 

４ 甲は、前項の規定により照会に対する回答及び警察署長からの通報等の情報を、第 1 項の趣

旨に従い暴力団等を利することとならないよう必要な措置を実施するため他の業務で使用し、

又は教育委員会等（要綱第２条第１０号に規定する教育委員会等をいう。以下同じ。）に提供す

ることができる。 

 

（誓約書の提出等） 

５ 乙は、甲に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。 

（１） 乙が暴力団等でないこと。 

（２） 乙は、契約に係る一連の手続きにおいて、甲が警察署長への意見聴取（文書照会）の

必要があると認めた場合、役員名簿等の書類を提出すること。 

（３） この誓約書に違反したときには、甲が行う一切の措置について異議を述べないこと。 

 

（契約の解除） 

６ 甲は、乙が暴力団等であると判明したときは、当該契約を解除することができる。 

 

（契約の解除に伴う措置） 
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７ 前項の規定による解除に伴い、乙その他関係者に損害が生じたとしても、乙は甲に対してそ

の損害の賠償を請求することができない。 

 

（乙からの協力要請） 

８ 乙は、第１項に定める事項を履行するにあたって、必要があるときは、甲及び警察署長に協

力を求めることができる。 

 

以 上 
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西宮市営住宅等敷地内災害対応型自動販売機設置事業に関する仕様書 

 

 本仕様書は、西宮市営住宅等敷地内に災害対応型自動販売機を設置するために定める。 

 西宮市を貸付人（以下「甲」という。）とし、西宮市営住宅等敷地内災害対応型自動販売機設

置事業（以下「自動販売機設置事業」という。）を行う事業者を借受人（以下「乙」という。）

とする。 

 

１．自動販売機の設置場所及び数量 

   西宮市高須町１丁目住宅 外 ７住宅（別表参照） 

   １住宅１台 合計８台設置（屋外のみ） 

 

２．設置期間 

   自動販売機設置の日から令和１１年３月３１日まで 

   ただし、設置は令和６年４月に実施するものとする。 

 

３．設置要件 

（１）自動販売機本体 

  ① 消費電力の低減等の技術を導入した省エネタイプのノンフロン対応機で、自動点灯・消

灯等の環境対策機能を備えた機種とすること。 

  ② 災害時に取り出し可能な機種とすること。 

  ③ 販売価格は、標準販売価格を上回らないこと。 

  ④ 販売品目は、缶、ビン、ペットボトル等の密閉式の容器に入った清涼飲料水とし、酒類

の販売は行わないこと。 

  ⑤ 設置した自動販売機の機種の変更等を行う場合は、予め甲の承諾を得ること。 

（２）空き容器分別回収ボックス 

   自動販売機の設置場所に１個以上の空き容器分別回収ボックスを設置し、乙の責任におい

て適切に管理し、回収・処分すること。なお、ボックス内に投入された容器は、全て回収・

処分すること。 

（３）電源の引き込み 

   電源については、特段の事情がない限り、乙が直接引き込むこと。 

（４）災害時の対応 

   大規模災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合等で、西宮市災害対策本部が設置

された場合は、自動販売機内の販売品を災害援護飲料として提供すること。 

 

４．費用の負担 

   以下に掲げる費用は、乙の負担とする。 

（１）貸付料 

   西宮市公有財産規則第３１条第１項第２号により算出した貸付料。 

   年度ごとに、甲の請求に基づき、その指定する納付書により期日までに全額を前納するこ
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と。 

  ※全額前納のため、保証人は不要。 

（２）電気料金 

   自動販売機使用に係る電気料金。 

（３）自動販売機取扱料 

   自動販売機の売上金額に乙が提案した納付率を乗じた額。なお、小数点以下は切り捨てる。 

   甲の請求に基づき、その指定する納付書により期日までに納付すること。 

（４）その他 

  ① 自動販売機の設置に要する費用（電源工事を含む。） 

  ② 維持管理及び補修に要する費用 

  ③ 施設の改修等に伴う移設又は一時撤去に要する費用 

  ④ 設置期間満了又は期間の途中で契約解除となった場合の原状復旧に要する費用 

 

５．維持管理等 

（１）乙は、設置する自動販売機に、販売・管理するものの会社名又は管理者名及びその連絡先

を明記し、故障等の各種問い合わせに対応すること。 

（２）商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、乙が行うこと。また、常に商

品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 

（３）自動販売機の清掃を実施するとともに、衛生管理及び感染症対策については、関係法令等

を遵守し徹底すること。 

（４）自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認した上で安全設置し、JIS 規格

「自動販売機の据付基準」及び一般社団法人日本自動販売システム機械工業会の定める「自

動販売機据付基準」に基づくこと。 

（５）自動販売機の盗難防止のため、防犯対策等を実施し、犯罪の防止に努めること。 

（６）作業内容等については、事前に本市と協議の上、入居者の住生活に支障を来すことのない

よう十分に注意して行うこと。 

 

６．原状復旧 

   乙は、設置期間が満了した場合又は貸付契約が取り消された場合は、速やかに自己の責任

において原状復旧し、甲に返還すること。 

   ただし、甲が必要ないと認めた場合はこの限りでない。 

 

７．問合せ先 

 〒６６２－０９１１ 

 兵庫県西宮市池田町８番１１号（池田庁舎４階） 

 西宮市都市局住宅部住宅調整課 

 ＴＥＬ：０７９８－３５－３０２９ 

 Ｍａｉｌ：juchosei@nishi.or.jp 
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【別表】 

 

No. 設置場所 所在地（地番） 

１ 高須町１丁目住宅 高須町１丁目７２番１８の一部 

２ 西宮浜４丁目住宅 西宮浜４丁目２番４１の一部 

３ 樋ノ口町２丁目住宅 樋ノ口町２丁目１番９の一部 

４ 甲子園口６丁目住宅 甲子園口６丁目２７２番の２の一部 

５ 甲子園九番町住宅 甲子園九番町１５８番５の一部 

６ 小松北町１丁目住宅 小松北町１丁目２６番の一部 

７ 高畑町住宅 高畑町２０番１７の一部 

８ 上ケ原八番町住宅 上ケ原八番町１１４番１の一部 
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設置場所付近図 

 

高須町１丁目住宅 

★は自動販売機設置予定場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



２６ 

設置場所付近図 

 

西宮浜４丁目住宅 

★は自動販売機設置予定場所 
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設置場所付近図 

 

樋ノ口町２丁目住宅 

★は自動販売機設置予定場所 
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設置場所付近図 

 

甲子園口６丁目住宅 

★は自動販売機設置予定場所 
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設置場所付近図 

 

甲子園九番町住宅 

★は自動販売機設置予定場所 
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設置場所付近図 

 

小松北町１丁目住宅 

★は自動販売機設置予定場所 
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設置場所付近図 

 

高畑町住宅 

★は自動販売機設置予定場所 
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設置場所付近図 

 

上ケ原八番町住宅 

★は自動販売機設置予定場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


